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門
家
も
入
れ
た
オ

ー
ル
ジ
ャ
パ
ン
体

制
の
疾
病
予
防
管

理
セ
ン
タ
ー
の
構

築
と
し
て
約
４
０

０
０
億
円
の
他
、

介
護
事
業
サ
ー
ビ

ス
に
お
け
る
減
収
補
償
、
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

患
者
の
葬
儀
に
関
す
る
追
加

費
用
支
援
、
歯
科
診
療
所
に

お
け
る
減
収
補
償
と
し
て
、

約
１
兆
９
７
１
７
億
円
を
要

望
し
た
。

こ
れ
ら
の
要
望
に
対
し

て
、
加
藤
厚
労
大
臣
は
「
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

の
感
染
拡
大
を
収
束
さ
せ
る

こ
と
が
で
き
た
と
し
て
も
、

医
療
機
関
が
倒
産
し
て
し
ま

っ
て
は
意
味
が
な
い
」
と
し

て
、
必
要
な
対
応
を
行
っ
て

い
く
意
向
を
示
し
た
。

大
学
病
院
の
窮
状
を
説
明

な
お
、
当
日
の
安
倍
総
理

並
び
に
萩
生
田
文
科
大
臣
と

の
会
談
に
は
、
嘉
山
孝
正
全
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要
望
書
の
中
で
横
倉
会
長

は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
が
国
の
内
外
で
未
曾

有
の
危
機
と
な
り
つ
つ
あ
る

中
、
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
症
対
策
に
お
け
る
有

事
の
医
療
提
供
体
制
」
と
、

「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
対
策
以
外
の
平
時
の
医

療
提
供
体
制
」
が
、
車
の
両

輪
と
な
っ
て
、
国
民
の
生
命

と
健
康
を
守
っ
て
い
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
強
調
。
そ

の
上
で
、
特
に

（
１
）
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症
患
者
を
受
け
入

れ
る
医
療
機
関
に
つ
い
て
、

多
床
室
利
用
に
よ
る
空
床
発

生
等
を
含
め
た
医
療
機
関
へ

の
支
援

（
２
）
感
染
経
路
が
不
明

な
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
患
者
が
発
生
し
て
い
る

状
況
に
お
い
て
、
地
域
の
通

常
の
医
療
の
確
保
へ
の
支
援

（
３
）
眼
科
、
耳
鼻
科
等

の
専
門
診
療
科
が
地
域
で
医

療
を
継
続
す
る
た
め
の
支
援

（
４
）
医
療
従
事
者
へ
の

危
険
手
当

（
５
）
Ｐ
Ｃ
Ｒ
検
査
セ
ン

タ
ー
の
拡
充

─
の
５
点
等
を
中
心
と
し

て
、
緊
急
包
括
支
援
交
付
金

の
２
９
７
２
億
円
に
加
え
、

１
・
５
兆
円
の
予
備
費
の
活

　横倉義武会長は5月18日、安倍晋三内閣総理大臣、加藤勝信厚生労働
大臣、萩生田光一文部科学大臣と相次いで会談し、医療機関の窮状を訴
えるとともに、政府が編成を進めていた2020年度第2次補正予算に医療
機関等の支援を盛り込むことを求める要望書を手交した。

用
と
と
も
に
、
第
二
次
補
正

予
算
に
お
け
る
更
な
る
支
援

を
求
め
た
。

医
療
現
場
へ
の
財
政
支
援

を
要
求

具
体
的
に
は
、
安
藤
高
夫

衆
議
院
議
員
や
今
枝
宗
一
郎

衆
議
院
議
員
を
中
心
と
す
る

「
自
由
民
主
党
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
対
策
医
療
系
議
員

団
本
部
」
が
算
出
し
た
額
と

歩
調
を
合
わ
せ
て
、

（
１
）
で
は
、
「
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
患
者
の

対
応
に
必
要
な
病
床
数
５
万

床
を
確
保
す
べ
く
、
患
者
の

重
症
度
（
重
症
・
中
等
症
・

軽
症
）
に
応
じ
た
医
療
機
関

及
び
ホ
テ
ル
等
へ
の
補
助
」

や
「
多
床
室
利
用
に
よ
る
空

床
発
生
等
を
含
め
た
医
療
機

関
へ
の
支
援
」
と
し
て
約
６

０
５
４
億
円
を
、

（
２
）
で
は
、
「
医
師
、
看

護
師
、
介
護
従
事
者
等
が
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
感
染

し
、
労
災
保
険
給
付
を
受
け

る
際
に
、
事
業
主
負
担
分
を

補
償
す
る
民
間
保
険
を
創
設

す
る
と
と
も
に
、
そ
の
補
助

を
行
う
費
用
」
と
し
て
約
１

４
１
０
億
円
を
、
「
日
常
の

診
療
を
し
て
い
て
も
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
患
者

が
来
院
す
る
可
能
性
が
あ
る

こ
と
か
ら
、
地
域
の
通
常
の

医
療
の
確
保
へ
の
支
援
」
と

横倉会長

第
２
次
補
正
予
算
の
編
成
に
向
け

                

医
療
機
関
等
の
支
援
を
求
め
る

国
医
学
部
長
病
院
長
会
議
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

（
Ｃ
Ｏ
Ｖ
Ｉ
Ｄ
─

19
）
に
関
わ

る
課
題
対
応
委
員
会
委
員

長
、
永
田
恭
介
国
立
大
学
協

会
長
ら
大
学
病
院
関
係
者
ら

も
同
席
。
無
症
状
の
患
者
に

対
し
て
の
Ｐ
Ｃ
Ｒ
検
査
と
い

う
新
た
な
検
査
が
必
要
に
な

り
、
ま
た
、
院
内
感
染
予
防

体
制
の
徹
底
化
に
よ
り
手
術

の
抑
制
等
を
行
う
な
ど
、
医

療
業
務
内
容
が
変
更
さ
れ
た

こ
と
に
伴
い
、
種
々
の
Ｃ
Ｏ

Ｖ
Ｉ
Ｄ
─

19
対
応
関
連
経
費

が
生
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

大
学
医
学
部
附
属
病
院
は

近
々
に
財
務
的
に
破
綻
す
る

と
し
て
、
「
全
国
大
学
病
院

へ
の
財
務
投
入
の
要
請
書
」

を
提
出
し
、
そ
の
支
援
を
求

め
た
。

第2次補正予算に向けた 
医療機関等の支援について

（1）��新型コロナウイルス感染症患者を受
け入れる医療機関について、多床室
利用による空床発生等を含めた医療
機関への支援

（2）�感染経路が不明な新型コロナウイル
ス感染患者が発生している状況にお
いて、地域の通常の医療の確保への
支援

（3）�眼科、耳鼻科等の専門診療科が地域
で医療を継続するための支援

（4）�医療従事者への危険手当

（5）�PCR検査センターの拡充

し
て
約
１
兆
２
９
６
４
億
円

を
、

（
３
）
で
は
、「
院
内
感
染

な
ど
の
風
評
被
害
も
重
な

り
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
患
者
を
受
け
入
れ
て

い
な
い
医
療
機
関
に
お
い
て

も
減
収
し
て
い
る
と
し
て
、

眼
科
、
耳
鼻
科
等
の
専
門
診

療
科
が
地
域
で
医
療
を
継
続

す
る
た
め
の
支
援
」
と
し
て

約
１
兆
５
４
４
億
円
を
、

（
４
）
で
は
、「
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
患
者
に

対
応
す
る
医
療
従
事
者
は
自

身
の
感
染
リ
ス
ク
が
大
き

く
、
危
険
手
当
等
の
支
給
に

対
す
る
補
助
」
と
し
て
約
３

８
６
０
億
円
を
、
更
に
、
サ

ー
ジ
カ
ル
マ
ス
ク
等
の
Ｐ
Ｐ

Ｅ
が
診
療
に
は
必
須
で
あ
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現
在
マ

ス
ク
等
の
医
療
防
護
具
は
国

際
的
に
相
場
が
急
上
昇
し
て

い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
医
療

用
材
料
の
確
保
と
し
て
約
６

０
０
０
億
円
を
、

（
５
）
で
は
、
Ｐ
Ｃ
Ｒ
検

査
の
可
能
な
施
設
へ
の
誘
導

や
入
院
が
必
要
と
判
断
し
た

場
合
に
は
、
入
院
可
能
な
医

療
機
関
へ
の
紹
介
を
行
う
外

来
の
公
設
（
既
存
の
帰
国

者
・
接
触
者
相
談
外
来
、
新

型
コ
ロ
ナ
相
談
外
来
等
）
の

費
用
と
し
て
約
４
６
９
４
億

円
と
と
も
に
、
検
査
実
施
を

後
押
し
す
べ
く
、
抗
原
検
査

等
の
費
用
と
し
て
約
２
９
７

０
億
円
を
、

─
そ
れ
ぞ
れ
求
め
て
い

る
。そ

の
他
、
要
望
書
で
は
ワ

ク
チ
ン
や
治
療
薬
、
抗
体
検

査
の
開
発
に
向
け
た
研
究
開

発
費
の
拡
充
と
し
て
約
３
０

０
０
億
円
、
疫
学
や
公
衆
衛

生
の
み
な
ら
ず
、
臨
床
の
専

萩生田文科大臣に要望書を提出

加藤厚労大臣に要望書を提出

大学病院関係者らと共に安倍総理に要望書を提出した横倉会長（左から3番目）
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産
業
界
と
連
携
し
た

 

医
療
物
資
増
産
等
の

サ
ポ
ー
ト
体
制
を
構
築

■■■■■■■■

診
療
報
酬
上
の

対
応
に
つ
い
て
説
明

5
月
13
・
20
日

電
話
会
談
を
行
っ
た
結
果
、

産
業
界
と
連
携
し
た
医
療
物

資
増
産
等
の
サ
ポ
ー
ト
体
制

が
構
築
さ
れ
た
こ
と
を
報
告

し
た
。

横
倉
会
長
は
医
療
現
場
に

お
け
る
医
療
防
護
具
等
が
、

い
ま
だ
に
不
足
し
て
い
る
現

状
を
指
摘
し
た
上
で
、
今
回

の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
が
収
束
し
て
も
、
次
の

新
た
な
感
染
症
が
い
つ
発
生

診
療
の
中
で
使
用
可
能
と
な

っ
た
こ
と
を
報
告
し
た
。

こ
の
点
に
つ
い
て
同
常
任

理
事
は
、
「
非
常
に
ス
ピ
ー

ド
感
の
あ
る
対
応
が
な
さ
れ

た
と
受
け
止
め
て
い
る
」
と

評
価
し
た
上
で
、
審
議
の
中

で
は
、
（
１
）
本
剤
は
特
例

承
認
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、

現
時
点
で
の
有
効
性
、
安
全

性
に
関
す
る
情
報
は
極
め
て

限
定
的
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

現
在
実
施
中
の
治
験
結
果
な

ど
、
新
た
な
情
報
が
得
ら
れ

次
第
、
速
や
か
に
本
剤
の
適

正
使
用
に
必
要
な
情
報
を
医

療
現
場
に
提
供
す
る
、（
２
）

無
償
提
供
の
間
は
公
的
な
管

理
の
下
で
流
通
さ
せ
る
と
し

て
い
る
が
、
供
給
量
が
極
め

て
限
定
的
と
の
こ
と
で
あ
る

の
で
、
医
療
機
関
へ
の
配
分

に
当
た
っ
て
、
公
的
な
管
理

の
下
、混
乱
の
な
い
よ
う
、必

要
な
患
者
に
適
切
に
使
用
で

き
る
よ
う
な
体
制
を
早
急
に

構
築
す
る
、（
３
）
効
能
効
果

は
「SARS-CoV-2

に
よ
る
感

松
本
吉
郎
常
任
理
事
は
、

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
に
関
す
る
診
療
報
酬
上
の

対
応
等
と
し
て
、
５
月
８
日

に
持
ち
回
り
審
議
で
、
５
月

13
日
に
Ｗ
Ｅ
Ｂ
会
議
で
開
催

さ
れ
た
中
医
協
の
議
論
に
つ

い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
解
説
し
た
。

８
日
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
感
染
症
の
治
療
薬
で

あ
る
「
レ
ム
デ
シ
ビ
ル
」
に
つ

い
て
、
同
７
日
に
「
医
薬
品
、

医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効

性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に

関
す
る
法
律
（
薬
機
法
）
」

上
の
特
例
承
認
に
よ
っ
て
迅

速
承
認
さ
れ
た
こ
と
を
踏
ま

え
、
保
険
診
療
上
の
取
り
扱

い
が
検
討
さ
れ
、
保
険
外
併

用
療
養
制
度
の
評
価
療
養
を

利
用
す
る
こ
と
で
、
保
険
適

用
前
の
同
医
薬
品
を
、
保
険

染
症
」で
あ
る
が
、「
効
能
又

は
効
果
に
関
連
す
る
注
意
」

で
重
篤
な
患
者
に
対
象
を
絞

っ
て
い
る
た
め
、
実
施
中
の

治
験
デ
ー
タ
な
ど
新
た
な
知

見
が
得
ら
れ
れ
ば
速
や
か
に

対
象
拡
大
す
る
よ
う
、
厚
生

労
働
省
医
薬
・
生
活
衛
生
局

と
連
携
し
企
業
を
指
導
す
る
、

（
４
）
医
療
上
必
要
な
医
薬

品
は
速
や
か
に
薬
価
収
載
す

る
こ
と
が
基
本
で
あ
り
、
公

的
な
管
理
が
必
要
で
な
く
な

る
見
通
し
が
立
て
ば
、
速
や

か
に
薬
価
収
載
の
手
続
き
を

す
る
よ
う
国
と
し
て
尽
力
す

る

─
こ
と
等
、
６
点
の
要

望
を
し
た
こ
と
を
紹
介
。

そ
の
要
望
の
背
景
に
つ
い

て
は
、
「
同
感
染
症
の
治
療

手
段
の
開
発
は
、
今
、
全
世

界
で
取
り
組
ま
れ
て
お
り
、

よ
う
や
く
そ
の
一
つ
が
前
例

の
な
い
迅
速
な
手
続
き
に
よ

っ
て
、
臨
床
現
場
に
届
く
よ

う
に
な
っ
た
こ
と
は
評
価
し

て
い
る
が
、
今
後
の
知
見
の

集
積
や
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
も

大
事
に
な
る
」と
説
明
し
た
。

13
日
の
議
論
の
説
明
で

は
、
Ｃ
Ｏ
Ｖ
Ｉ
Ｄ
─

19
の
抗

原
検
査
キ
ッ
ト
が
保
険
適
用

さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
、「
対

象
と
な
る
患
者
や
施
設
の
考

え
方
は
、
症
例
の
集
積
を
待

つ
必
要
が
あ
る
が
、
新
た
な

検
査
手
段
が
増
え
た
こ
と
に

関
し
て
は
大
変
評
価
し
て
い

る
」
と
し
た
。

財
政
的
な
支
援
を
要
望

ま
た
、
中
医
協
で
は
議
題

に
上
が
っ
て
い
な
か
っ
た
も

の
の
、
同
感
染
症
の
影
響
に

よ
る
医
業
経
営
面
へ
の
影
響

横
倉
義
武
会
長
は
梶
山
弘

志
経
済
産
業
大
臣
に
対
し
、

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
の
診
療
に
お
け
る
必
需
品

等
の
国
内
生
産
を
支
援
す
る

た
め
、
要
望
書
を
提
出
し
、

し
て
も
お
か
し
く
な
く
、
同

じ
よ
う
な
こ
と
を
繰
り
返
さ

な
い
た
め
に
も
、
国
民
の
生

命
と
健
康
に
直
結
す
る
医
薬

品
・
医
療
機
器
や
衛
生
用
品

等
は
、
国
内
生
産
で
賄
う
体

制
が
必
要
で
あ
る
と
の
考
え

を
明
ら
か
に
し
た
。

そ
の
上
で
、
５
月
４
日
策

定
の
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
症
対
策
の
基
本
的
対

処
方
針
」
に
、
「
政
府
は
、

事
態
の
長
期
化
も
念
頭
に
、

マ
ス
ク
や
抗
菌
薬
の
原
薬
を

含
む
医
薬
品
、
医
療
機
器
等

の
医
療
の
維
持
に
必
要
な
資

材
の
安
定
確

保
に
努
め
る

と
と
も
に
、

国
産
化
の
検

討

を

進

め

る
」
と
の
日

医
の
主
張
が

盛

り

込

ま

れ
、
そ
の
後
、

経
産
省
、
厚

生
労
働
省
と

テ
レ
ビ
会
議

を
行
い
、
自

身
も
参
画
し

て
詳
細
を
詰

め
た
結
果
、

産
業
界
と
連

携
し
た
医
療

物
資
増
産
等

の
サ
ポ
ー
ト

体
制
の
枠
組

み
が
で
き
た

こ
と
は
、
日

医
の
要
望
が

一
定
の
形
で

実
を
結
ん
だ

も

の

と

し

た
。ま

た
、
マ

ス
ク
、
ガ
ウ
ン
、
消
毒
液
に

つ
い
て
は
、
現
在
、
緊
急
事

態
宣
言
に
基
づ
き
国
の
調
達

ス
キ
ー
ム
に
つ
な
い
で
お

り
、
複
線
化
に
よ
る
混
乱
を

防
ぐ
た
め
に
、
ま
ず
は
対
象

外
と
し
て
い
る
が
、
将
来
的

に
供
給
状
況
が
安
定
し
て
く

れ
ば
、
こ
の
ス
キ
ー
ム
に
乗

せ
て
い
き
た
い
と
の
考
え
を

示
し
た
。

そ
の
上
で
、
横
倉
会
長
は

「
今
後
、
医
師
会
、
経
産
省
、

厚
労
省
で
連
絡
を
密
に
取
り

合
い
な
が
ら
、
地
域
に
お
け

る
フ
ェ
イ
ス
シ
ー
ル
ド
、
空

気
清
浄
機
、
ア
ク
リ
ル
パ
ネ

ル
な
ど
の
医
療
用
衛
生
用
品

等
の
需
給
状
況
を
把
握
し
、

地
域
で
の
連
携
を
深
め
て
い

き
た
い
」
と
し
て
、
更
な
る

支
援
を
求
め
た
。

が
緊
急
性
を
要
す
る
大
き
さ

に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

財
政
的
な
支
援
を
要
望
し
た

こ
と
を
報
告
。
「
医
療
機
関

は
、
赤
字
だ
か
ら
と
い
っ
て

医
療
の
質
を
下
げ
る
こ
と
は

で
き
ず
、
医
療
提
供
体
制
を

縮
小
さ
せ
る
こ
と
も
簡
単
に

は
で
き
な
い
」
と
強
調
。
地

域
の
医
療
イ
ン
フ
ラ
を
崩
壊

さ
せ
な
い
た
め
に
は
、
感
染

症
以
外
の
患
者
を
診
療
す
る

通
常
の
医
療
提
供
体
制
の
維

持
も
重
要
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
「
今
後
は
、
診
療
報
酬

や
緊
急
包
括
支
援
交
付
金
等

を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
で
、

地
域
の
医
療
提
供
体
制
が
維

持
で
き
る
よ
う
な
財
政
的
な

支
援
を
検
討
し
て
い
く
必
要

が
あ
る
」
と
し
た
。

そ
の
他
、
記
者
か
ら
の
質

問
に
答
え
る
形
で
、
同
日
、

約
１
億
６
７
０
０
万
円
で
薬

価
収
載
さ
れ
た
脊
髄
性
筋
萎

縮
症
治
療
薬
「
ゾ
ル
ゲ
ン
ス

マ
」
に
対
す
る
日
医
の
見
解

を
説
明
。
「
米
国
に
お
け
る

価
格
か
ら
す
る
と
、
だ
い
ぶ

価
格
を
抑
え
る
こ
と
が
で
き

た
。
そ
れ
で
も
桁
違
い
に
高

額
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
な

い
が
、
同
薬
を
待
ち
望
ん
で

い
た
患
者
や
家
族
に
と
っ
て

は
、
今
回
の
保
険
適
用
は
大

変
喜
ば
し
い
知
ら
せ
に
な
っ

た
の
で
は
な
い
か
」
と
し
た

上
で
、
「
今
後
、
高
額
な
遺

伝
子
治
療
薬
が
次
々
と
登
場

し
て
く
る
こ
と
も
予
想
さ
れ

る
中
で
日
本
の
き
め
細
や
か

な
薬
価
制
度
が
、
そ
の
動
き

に
ど
の
よ
う
に
対
応
し
て
い

く
か
が
問
わ
れ
て
い
る
」
と

の
考
え
を
示
し
た
。

経産省
地方局

JETRO等

厚労省

日本医師会

都道府県医師会

医療機器メーカー

都道府県
衛生主管部局

日本歯科医師会

日本薬剤師会

全日本病院協会

日本病院会

日本精神科病院協会

日本医療法人協会

意見交換

中央

地方

企業情報
・各経産局窓口
　情報提供

情報提供
・地元企業紹介
・設備投資等の
　支援策紹介　等

企業情報

企業情報 有志申出企業情報

日本医療機器産業連合会 等

（クラスター企業群）

連携
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経産省
医療物資増産支援チーム

●従来通り、マスク、防護
服、消毒液等に関する
企業情報について、各
チームへ展開。
●さらに、医療機関等へ
情報展開。
●これにより、拾えていな
い可能性のある、地域
の医療機関、医療機器
メーカー等のニーズへ
の対応を狙う。

経団連
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新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

 
対
応
で
の
医
業
経
営
状
況
等

ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
結
果
を
公
表

横
倉
義
武
会
長
は
５
月
１

日
、
中
川
俊
男
副
会
長
、
猪

口
雄
二
全
日
本
病
院
協
会

長
、
加
納
繁
照
日
本
医
療
法

人
協
会
長
と
共
に
厚
生
労
働

省
を
訪
れ
、
加
藤
勝
信
厚
労

大
臣
に
日
医
・
四
病
院
団
体

協
議
会
の
共
同
に
よ
る
「
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

に
お
け
る
診
療
体
制
に
関
す

る
要
望
書
」
を
提
出
し
た
。

要
望
書
は
、
４
月
以
降
、

外
来
・
入
院
共
に
大
幅
に
患

者
数
が
減
少
し
て
い
る
こ
と

な
ど
を
踏
ま
え
、
各
地
域
で

診
療
体
制
を
継
続
さ
せ
る
た

め
と
し
て
、

（
１
）
医
療
機
関
が
経
営

破
綻
を
起
こ
さ
な
い
よ
う
、

災
害
時
と
同
様
に
前
年
度
の

診
療
報
酬
支
払
額
に
基
づ
く

概
算
請
求
を
認
め
る
、

（
２
）
地
域
医
療
介
護
総

合
確
保
基
金
の
執
行
残
を
含

む
不
急
の
事
業
計
画
に
つ
い

て
は
使
途
を
見
直
し
、
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対

策
に
優
先
的
に
配
分
す
る
、

ま
た
、
そ
の
際
に
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
患
者
に

対
応
す
る
医
療
機
関
は
も
と

よ
り
、
後
方
支
援
す
る
医
療

機
関
も
存
続
で
き
る
よ
う
、

地
域
医
療
介
護
総
合
確
保
基

金
の
使
途
を
改
め
て
拡
大

し
、
柔
軟
に
運
用
す
る
、

（
３
）
風
評
被
害
等
に
よ

り
、
外
来
・
入
院
・
救
急
等

回
答
し
た
の
が
、
病
院
55
・

２
％
、
診
療
所
43
・
２
％
、

（
３
）
長
期
処
方
の
患
者
数

が
「
増
え
た
（
大
幅
に
増
え

た
、
や
や
増
え
た
）
」
と
回

答
し
た
の
が
、
病
院
52
・

０
％
、
診
療
所
70
・
１
％

─
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
他
、
「
経
営
上
の
課

題
」
に
関
し
て
は
、
「
子
育

て
中
や
介
護
中
の
医
療
従
事

者
の
み
な
ら
ず
、
事
務
職
員

の
確
保
も
困
難
に
な
っ
て
き

て
い
る
」
と
の
意
見
や
、
医

療
用
資
材
が
不
足
す
る
中
、

サ
ー
ジ
カ
ル
マ
ス
ク
が
通
常

の
10
倍
以
上
の
価
格
に
な
っ

て
い
る
と
の
記
載
も
あ
り
、

収
入
が
減
る
一
方
で
コ
ス
ト

が
増
加
し
て
い
る
実
情
が
明

ら
か
と
な
っ
て
い
る
。

同
常
任
理
事
は
、
本
調
査

で
寄
せ
ら
れ
た
「
看
護
職
員

の
夫
が
、
勤
め
先
で
他
の
職

員
と
の
距
離
を
離
し
て
仕
事

を
さ
せ
ら
れ
た
」
「
医
師
の

家
族
が
生
活
用
品
な
ど
、
地

元
で
の
買
い
物
が
で
き
な

い
」
「
診
療
を
休
止
し
て
い

な
い
の
に
コ
ロ
ナ
に
よ
り
休

止
し
て
い
る
と
噂

う
わ
さ

を
立
て
ら

れ
て
い
る
」
な
ど
の
コ
メ
ン

ト
を
紹
介
し
、
風
評
被
害
に

よ
っ
て
地
域
医
療
が
脅
か
さ

れ
て
い
る
こ
と
を
懸
念
。

予
防
接
種
や
各
種
健
診
が

減
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
小

児
科
や
医
師
会
立
の
健
診
検

査
セ
ン
タ
ー
の
運
営
に
も
大

き
な
影
響
が
出
て
い
る
と

し
、
更
な
る
悪
化
が
見
込
ま

れ
る
４
月
以
降
の
医
業
経
営

状
況
に
つ
い
て
も
、
引
き
続

き
調
査
し
て
い
く
意
向
を
示

し
た
。

「新型コロナウイルス感染症における
                 診療体制に関する要望書」提出

日医・四病協

松
本
吉
郎
常
任
理
事
は
、

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
の
拡
大
が
、
医
療
機
関
の

経
営
に
与
え
た
影
響
に
つ
い

て
調
査
し
た
結
果
と
し
て
、

診
療
所
で
は
３
月
の
入
院
外

総
点
数
が
前
年
同
月
に
比
べ

約
10
％
減
少
し
て
い
る
こ
と

な
ど
を
報
告
し
た
。

本
調
査
は
、
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
感
染
拡

大
に
よ
る
医
業
経
営
へ
の
影

響
を
緊
急
的
に
把
握
す
る
た

め
、
２
０
２
０
年
３
月
診
療

分
の
レ
セ
プ
ト
を
対
象
に
す

る
と
と
も
に
、
地
域
の
会
員

医
療
機
関
で
医
業
経
営
に
支

障
を
来
し
て
い
る
具
体
的
な

事
例
に
つ
い
て
ア
ン
ケ
ー
ト

調
査
を
実
施
し
た
。

レ
セ
プ
ト
調
査
は
都
道
府

県
医
師
会
が
医
療
機
関
を
選

定
す
る
形
で
行
わ
れ
、
病
院

１
２
５
、
診
療
所
４
６
８
の

計
６
１
４
施
設
（
不
詳
21
含

む
）
か
ら
回
答
が
寄
せ
ら
れ

た
。３

月
末
ま
で
に
「
新
型
コ

ロ
ナ
感
染
症
疑
い
患
者
受
診

あ
り
」
と
回
答
し
た
の
は
病

院
48
・
８
％
、
診
療
所
18
・

２
％
で
、
ま
た
同
時
期
に
お

い
て
、
「
Ｐ
Ｃ
Ｒ
検
査
が
必

要
と
判
断
し
た
患
者
あ
り
」

は
病
院
48
・
８
％
、
診
療
所

12
・
６
％
と
な
っ
て
い
る
。

「
入
院
外
の
総
件
数
・
総

日
数
・
総
点
数
」
に
つ
い
て

は
、
前
年
同
月
に
比
べ
、
病

院
で
は
、
総
件
数
６
・
８
％

減
、
総
日
数
６
・
６
％
減
と

な
っ
て
い
る
。

一
方
、
診
療
所
で
は
、
総

件
数
10
・
９
％
減
、
総
日
数

10
・
７
％
減
、
総
点
数
９
・

４
％
減
で
、
全
体
で
診
療
報

酬
収
入
が
１
割
近
く
減
少
し

て
い
た
。

医
療
機
関
ご
と
で
は
、

88
・
０
％
の
診
療
所
が
対
前

年
比
で
マ
イ
ナ
ス
で
あ
り
、

総
点
数
30
％
減
以
下
の
診
療

所
は
７
・
５
％
と
な
っ
て
い

る
。

「
初
診
料
、
再
診
料
、
電

話
等
再
診
」
に
つ
い
て
は
、

前
年
同
月
に
比
べ
、（
１
）「
初

診
料
算
定
回
数
」
が
病
院
で

20
・
３
％
減
、
診
療
所
で

29
・
０
％
減
、
（
２
）
「
再
診

料
ま
た
は
外
来
診
療
料
算
定

回
数
」
が
病
院
で
５
・
５
％

減
、
診
療
所
で
９
・
１
％
減
、

（
３
）
「
電
話
等
再
診
」
が
、

昨
年
３
月
に
電
話
等
再
診
の

算
定
が
全
く
な
か
っ
た
医
療

機
関
で
本
年
３
月
に
電
話
等

再
診
を
行
っ
た
ケ
ー
ス
が
あ

る
こ
と
か
ら
、
全
体
の
算
定

回
数
は
著
し
く
上
昇

─
と

な
っ
て
い
る
。

「
外
来
受
診
の
動
向
」
に
つ

い
て
は
、
（
１
）
外
来
患
者

全
体
が
「
減
っ
た
（
大
幅
に

減
っ
た
、
や
や
減
っ
た
）」
と

回
答
し
た
の
が
、
病
院
79
・

２
％
、
診
療
所
84
・
６
％
、

（
２
）
電
話
等
再
診
の
患
者

数
が
「
増
え
た
（
大
幅
に
増

え
た
、
や
や
増
え
た
）
」
と

が
不
可
能
と
な
ら
な
い
よ
う

適
正
な
報
道
の
あ
り
方
を
検

討
す
る
、

（
４
）
現
状
有
効
と
考
え

ら
れ
て
い
る
医
薬
品
に
つ
い

て
、
積
極
的
な
医
療
従
事
者

へ
の
予
防
投
薬
が
行
わ
れ
る

よ
う
検
討
す
る
、

（
５
）
国
と
し
て
、
国
内

企
業
に
お
け
る
感
染
防
護
具

の
生
産
増
強
が
図
ら
れ
る
よ

う
な
施
策
を
実
施
す
る
、

（
６
）
国
と
し
て
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
患
者

に
対
応
し
て
い
る
医
療
従
事

者
が
感
染
し
た
場
合
の
補
償

に
つ
い
て
十
分
な
配
慮
を
す

る

─
こ
と
の
６
点
を
求
め

る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

当
日
は
、
要
望
書
の
内
容

を
中
川
副
会
長
及
び
猪
口
全

日
病
会
長
が
、
医
療
機
関
の

現
状
を
加
納
医
法
協
会
長

が
、そ
れ
ぞ
れ
詳
細
に
説
明
。

こ
れ
に
対
し
て
、
加
藤
厚
労

大
臣
は
、
「
損
失
補
填
の
よ

う
な
こ
と
は
で
き
な
い
が
、

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
患
者
に
対
応
す
る
た
め
の

物
的
・
人
的
な
費
用
に
関
し

て
は
、
し
っ
か
り
補
償
し
て

い
き
た
い
。
当
面
の
費
用
が

必
要
で
あ
れ
ば
、
福
祉
医
療

機
構
の
融
資
制
度
を
活
用
し

て
欲
し
い
」
と
す
る
と
と
も

に
、
「
今
後
も
、
皆
さ
ん
と

連
携
し
つ
つ
進
め
て
い
き
た

い
と
思
っ
て
い
る
の
で
、
引

き
続
き
よ
ろ
し
く
お
願
い
し

た
い
」
と
述
べ
、
一
定
の
理

解
を
示
し
た
。

一
方
、
横
倉
会
長
が
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
以

外
の
患
者
に
対
応
し
て
い
る

医
療
機
関
に
つ
い
て
も
経
営

上
厳
し
い
状
況
に
あ
る
と
し

て
、
診
療
報
酬
上
の
対
応
を

強
く
要
望
し
た
こ
と
に
対
し

て
、
加
藤
厚
労
大
臣
は
、「
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

以
外
の
患
者
に
対
応
し
て
い

る
医
療
機
関
で
も
、
待
合
室

は
ク
ラ
ス
タ
ー
の
発
生
源
と

な
る
可
能
性
が
高
く
、
予
約

シ
ス
テ
ム
の
導
入
等
を
行
っ

た
医
療
機
関
を
支
援
す
る
こ

と
な
ど
も
考
え
て
い
き
た

い
」
と
し
た
。

お知らせ
　日本高血圧学会では、このほど、一般向け動画
「COVID-19到来と日本高血圧医療のNew�Normal」
等を制作し、YouTubeの同学会の公式チャンネルにアッ
プしています。

　日医並びに日本医師会COVID-19有識者会議の
ホームページなどと併せて、ぜひ、ご活用下さい。
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第146回日本医師会臨時代議員会中止に伴う
                                   ブロック代表質問への回答要旨

山村善教代議員（宮崎県）は人手不足解消のため、扶養に関する「壁」
となるパート労働者本人の所得の上限額を引き上げることを提案。日医の
見解を求めた。
城守国斗常任理事は、「労働者の勤労意欲の増進、手取り収入の増加、
社会保障の充実とその財源確保、企業活動の活発化といった、さまざまな
要素を最適化していくためには、ご指摘の通り、行政の垣根を越えた対応
が今後一層求められる」として、理解を示した。
更に、「日医としても、国に向けて問題提起していくとともに、医療の
雇用誘発効果は他の産業よりも高く、医療に財源投入することで、特に医
療従事者の比率が高い地方では経済の活性化により経済成長を促し、地方
創生への多大な貢献につながることを引き続き主張していく」と述べた。

沖中芳彦代議員（山口県）からの情報通信機器を用いた診療に関する日
医の考えを問う質問には、松本吉郎常任理事が回答した。
同常任理事は、「情報通信機器を用いた診療は対面診療の補完である」
という日医の方針に変わりはないとした上で、今回の新型コロナウイルス
感染症に係る取り扱いは、特例中の特例・例外中の例外であり、4月10日
付で発出した事務連絡「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話
や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取り扱い」のとおり、
「『時限的』とは感染状況が『終息』するまでではなく、『収束』するまで
である」「医療機関は都道府県における協議会で検証するとされている」
こと等を説明。状況が収束した際には速やかに元に戻すべきことを、引き
続き国に対して提言していくとした。
また、都道府県医師会に対しては、協議会に積極的に参画し、この非常
事態下における情報通信機器を用いた診療の適切な実施に向けた協力をお
願いしたいと要請した。

黒木康文代議員（鹿児島県）は、医療・介護を社会保障と位置づけるの
であれば、医療・介護に関する職業紹介事業者、外国人材受け入れに係る
事業者への一定程度の規制は必要だと指摘し、日医の見解を求めた。
江澤和彦常任理事は、「有料職業紹介事業者に支払う手数料の源の大半
が公費と保険料であることは問題と認識しており、医療機関や介護事業所
が高額な手数料を負担することにより、経営を圧迫する一因となっている
ことは由々しき事態である」との認識を示すとともに、外国人材の受け入
れに高額な支払いを必要とするケースについても、同様の危

き ぐ

惧を抱いてい
るとした。
その上で、同常任理事は、「人材を必要とする医療機関や介護サービス
施設・事業所が適切に人材を確保できる環境を整えることが最重要である
と考えており、こうした視点から有料職業紹介事業者及び外国人材受け入
れに係る事業者については、引き続き適切な運用を強く求めていく」と述
べた。

医療・介護「対面原則」見直しについて2医療・介護に関する職業紹介事業者、外国人材受け入れに係
る事業者（監理団体、登録支援機関等）への規制について4

人手不足解消への提言（働き方改革の一環として）3
松山正春代議員（岡山県）からの（1）臨床研修医募集定員上限の設定
による医師の偏在是正効果、（2）医道審議会医師分科会医師臨床研修部
会の審議状況─に関する質問には、羽鳥裕常任理事が回答した。
（1）については、厚労省の調査結果では医師は臨床研修を行った地域
に長い期間定着するという傾向が明らかとなっていることを紹介。その上
で、「偏在対策は医師養成課程全般を通じて、地域の実情を反映した形で
推進されるべきものであるが、これらの対象は医学生、あるいは研修期間
中にある若手医師が中心であるため、適切なキャリア形成との両立などを
勘案し、慎重かつ丁寧な対応を行うよう、引き続き厚労省に強く求めてい
く」とした。
（2）については、地域偏在の是正を図るという視点に立って、議論に
臨んできたとするとともに、引き続き担当役員間で情報共有し、連携を取
りながら、地域医療を守る立場から強く主張していく考えを示した。
また、今後は、各都道府県内の個々の臨床研修病院の定員について、地
域医療対策協議会での十分な議論が不可欠になるとして、都道府県医師会
に対して、地域の実情に合った議論を牽引していくよう改めて求めた。

厚生労働省の定める令和3年度臨床研修病院の募
集定員について1

　新型コロナウイルス感染症の国内発生を受け、本年3月に開催を予定していた第146回日本医師会臨時代議員会は中止となったが、
中国四国ブロック及び九州ブロックで準備していた代表質問に対し、執行部の答弁を求める旨の要望があり、回答を行ったので、そ
の要旨を掲載する（回答の全文については、『日医雑誌6月号』を参照頂きたい）。
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本
　

医
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会

ダ
イ
ヤ
ル
イ
ン

人
事
課	
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９
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２
―
６
４
９
３
・総
務
課	
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―
３
９
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２
―
６
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１
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03
―
３
９
４
２
―
６
４
７
７
・施
設
課	

03
―
３
９
４
２
―
７
０
２
７
・経
理
課	

03
―
３
９
４
２
―
６
４
８
６
・広
報
課	

03
―
３
９
４
２
―
６
４
８
３
・情
報
シ
ス
テ
ム
課	

03
―
３
９
４
２
―
６
１
３
５
・（
会
員
情
報
室	

03
―
３
９
４
２
―
６
４
８
２
／
電
子
認
証
セ
ン
タ
ー	

03
―
３
９
４
２
―
７
０
５
０
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医
療
保
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課	
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―
３
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―
６
４
９
０
・介
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保
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課	

03
―
３
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４
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９
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課	

03
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３
９
４
２
―
６
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８
７
・生
涯
教
育
課	

03
―
３
９
４
２
―
６
１
３
９
・編
集
企
画
室	

03
―
３
９
４
２
―
６
４
８
８
・日
本
医
学
会	

03
―
３
９
４
２
―
６
１
４
０
・医
学
図
書
館	

03
―
３
９
４
２
―
６
４
９
２・国
際
課	

03
―
３
９
４
２
―
６
４
８
９
・総
合
医
療
政
策
課	

03
―
３
９
４
２
―
６
５
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４

医
事
法
・
医
療
安
全
課	
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３
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２
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０
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／
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―
３
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２
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・
地
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―
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９
４
２
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６
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３
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セ
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タ
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９
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２
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２
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６
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健
康
医
療
第
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課	
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９
４
２
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６
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３
８
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健
康
医
療
第
二
課	

03
―
３
９
４
２
―
８
１
８
１
・
感
染
症
危
機
管
理
対
策
室	

03
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３
９
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２
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６
４
８
５
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課	
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９
４
２
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６
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３
６
・
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研	
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―
３
９
４
２
―
７
２
１
５
・
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医
師
支
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セ
ン
タ
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業
務
推
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課	
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９
４
２
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４
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０
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女
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医
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―
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９
４
２
―
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２
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セ
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タ
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―
５
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１
９
―
３
７
８
１
（
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セ
ン
タ
ー	

03
―
３
９
４
２
―
６
５
１
６
・
日
本
医
師
連
盟	

03
―
３
９
４
７
―
７
８
１
５
）
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◎
瑞
宝
中
綬
章

稲
垣
春
夫（
愛
知
県
・
元
ト
ヨ

タ
記
念
病
院
長
）

澁
谷
統
壽（
福
岡
県
・
元
国
立

病
院
機
構
長
崎
神
経
医
療
セ

ン
タ
ー
院
長
）

土
屋
俊
晶（
新
潟
県
・
元
国
立

病
院
機
構
西
新
潟
中
央
病
院

長
）

西
牟
田
敏
之（
千
葉
県
・
元
国

立
病
院
機
構
下
志
津
病
院

長
）

清
水
孝
雄（
東
京
大
学
名
誉
教

授
）

田
中
正
敏（
久
留
米
大
学
名
誉

教
授
）

石
津
日
出
雄（
岡
山
大
学
名
誉

教
授
）

◎
旭
日
小
綬
章

青
木

孝（
元
三
重
県
医
師
会

長
）

齊
藤　

勝（
青
森
県
医
師
会
長
）

豊
島　

忍（
元
鹿
児
島
県
公
安

委
員
長
）

◎
瑞
宝
小
綬
章

唐
川
正
洋（
大
阪
府
・
元
泉
尾

病
院
長
）

田
頭
政
三
郎（
沖
縄
県
・
元
北

中
城
若
松
病
院
長
）

田
中
昭
太
郎（
神
奈
川
県
・
元

海
老
名
総
合
病
院
長
）

田
中
直
見（
茨
城
県
・
小
山
記

念
病
院
長
）

冨
松　

（
福
岡
県
・
三
池
病

院
長
）

西
田　

敬（
大
分
県
・
元
済
生

会
日
田
病
院
長
）

三
上
昭
廣（
北
海
道
・
元
函
館

渡
辺
病
院
長
）

宮
川
民
平（
熊
本
県
・
元
天
草

病
院
長
）

横
山　

晶（
元
新
潟
県
立
が
ん

セ
ン
タ
ー
新
潟
病
院
長
）

若
杉
健
三（
大
分
県
・
元
大
分

赤
十
字
病
院
長
）

宮
野　

武（
順
天
堂
大
学
名
誉

教
授
）

◎
旭
日
双
光
章

飯
星
元
博（
元
熊
本
県
医
師
会

理
事
）

岩
瀨
敬
紀（
愛
知
県
・
元
岡
崎

市
医
師
会
副
会
長
）

大
畑　

元（
埼
玉
県
・
元
浦
和

医
師
会
長
）

春
日　

明（
福
島
県
・
元
須
賀

川
医
師
会
長
）

神
鳥
高
世（
元
鳥
取
県
医
師
会

常
任
理
事
）

倉
橋　

護（
千
葉
県
・
元
鎌
ケ

谷
市
医
師
会
長
）

神
山
有
史（
徳
島
県
医
師
会
常

任
理
事
）

小
島　

章（
群
馬
県
・
元
太
田

市
医
師
会
長
）

小
島　

進（
長
崎
県
・
元
島
原

市
医
師
会
長
）

坂
本
健
一（
元
和
歌
山
県
医
師

会
理
事
）

杦
本
欣
也（
兵
庫
県
医
師
会
副

会
長
）

田
村
精
平（
元
高
知
県
医
師
会

副
会
長
）

戸
谷
和
夫（
広
島
県
・
元
三
原

市
医
師
会
長
）

中
島
琢
雄（
山
梨
県
・
元
北
巨

摩
医
師
会
長
）

野
中
良
仁（
大
分
県
・
豊
後
高

田
市
医
師
会
長
）

羽
鳥
重
明（
愛
媛
県
・
元
今
治

市
医
師
会
長
）

濱
砂
重
仁（
元
宮
崎
県
医
師
会

常
任
理
事
）

古
屋
聖
兒（
北
海
道
・
元
北
見

医
師
会
長
）

舛　

眞
一（
宮
城
県
・
元
石
巻

市
医
師
会
長
）

三
橋
二
良（
元
大
阪
市
住
吉
区

医
師
会
長
）

三
原
一
郎（
山
形
県
・
元
鶴
岡

地
区
医
師
会
長
）

武
藤
一
彦（
石
川
県
・
元
白
山

の
の
い
ち
医
師
会
副
会
長
）

吉
岡
繁
治（
島
根
県
・
元
安
来

市
医
師
会
長
）

吉
本
正
博（
元
山
口
県
医
師
会

春
の
叙
勲
・
褒
章
受
章
者

令
和
２
年

　

政
府
は
、
こ
の
た
び
、
令
和
２
年
春
の
褒
章
受
章
者
な
ら
び
に

生
存
者
叙
勲
・
賜
杯
受
章
者
を
発
表
し
た
。

　

日
医
会
員
受
章
者
は
次
の
と
お
り
。�

（
敬
称
略
）

副
会
長
）

太
田
隆
正（
岡
山
県
・
新
見
医

師
会
長
）

◎
瑞
宝
双
光
章

大
橋
秀
一（
大
阪
府
・
元
大
阪

中
央
病
院
長
）

奥
田
聖
介（
兵
庫
県
・
元
京
丹

後
市
立
久
美
浜
病
院
長
）

織
田
行

（
佐
賀
県
・
元
中
多

久
病
院
長
）

陶
山
元
一（
元
愛
知
県
が
ん
セ

ン
タ
ー
愛
知
病
院
長
）

荒
木
加
四
子（
山
口
県
・
学
校

医
）

市
川　

宏（
岩
手
県
・
元
学
校

医
）

遠
藤
一
平（
山
形
県
・
学
校
医
）

太
田
守
行（
福
岡
県
・
学
校
医
）

小
川　

翼（
香
川
県
・
学
校
医
）

小
口
眞
樹（
長
野
県
・
学
校
医
）

小
原　

實（
兵
庫
県
・
元
学
校

医
）

金
子　

襄（
埼
玉
県
・
学
校
医
）

佐
々
木
幸
三（
青
森
県
・
学
校

医
）

佐
藤　

（
宮
城
県
・
学
校
医
）

塩
崎
陸
世（
静
岡
県
・
学
校
医
）

竹
本
範
彦（
高
知
県
・
学
校
医
）

田
下
昌
明（
北
海
道
・
学
校
医
）

多
田
隈
鴻（
熊
本
県
・
学
校
医
）

早
川
眞
人（
秋
田
県
・
学
校
医
）

林　

干
城（
鹿
児
島
県
・
学
校

医
）

日

重
幸（
佐
賀
県
・
学
校
医
）

福

範
彦（
福
井
県
・
学
校
医
）

牧
野
昭
雄（
島
根
県
・
学
校
医
）

真
鈴
川
寛（
三
重
県
・
元
学
校

医
）

丸
山
博
信（
群
馬
県
・
学
校
医
）

安
増　

進（
福
岡
県
・
学
校
医
）

村
山
英
太
郎（
山
形
県
警
察
嘱

託
医
）

松
下
和
孝（
熊
本
県
警
察
嘱
託

医
）

三
橋　

稔（
千
葉
県
警
察
嘱
託

医
）

秋
場　

齊（
千
葉
県
・
行
政
相

談
委
員
）

宮
下
英
士（
宮
城
県
警
察
嘱
託

医
）

相
原
芳
昭（
群
馬
県
・
介
護
老

人
保
健
施
設「
藤
岡
み
ど
り

の
園
」
施
設
長
）

一
林　

繁（
石
川
県
警
察
嘱
託

医
）

山
悠
紀
士（
北
海
道
警
察
嘱

託
医
）

◎
旭
日
単
光
章

横
山　

闡（
元
愛
媛
県
ラ
グ
ビ

ー
フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
協
会
長
）

◆
紫
綬
褒
章

川
上
憲
人（
東
京
大
学
教
授
）

森　

正
樹（
九
州
大
学
教
授
）

◆
藍
綬
褒
章

城
守
国
斗（
日
本
医
師
会
常
任

理
事
）

関
谷
治
久（
埼
玉
県
・
東
入
間

医
師
会
長
）

岩
﨑
洋
一（
広
島
労
働
局
地
方

労
災
医
員
）

―
・
―

◆
お
願
い
◆

受
章
者
名
の
掲
載
に
は
細

心
の
注
意
を
払
っ
て
お
り
ま

す
が
、
万
一
、
お
気
づ
き
の

点
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
広
報

課
ま
で
お
知
ら
せ
く
だ
さ

い
。

日
　

本
　

医
　

師
　

会

ダ
イ
ヤ
ル
イ
ン

人
事
課	

03
―
３
９
４
２
―
６
４
９
３
・総
務
課	

03
―
３
９
４
２
―
６
４
８
１
／	

03
―
３
９
４
２
―
６
４
７
７
・施
設
課	

03
―
３
９
４
２
―
７
０
２
７
・経
理
課	

03
―
３
９
４
２
―
６
４
８
６
・広
報
課	

03
―
３
９
４
２
―
６
４
８
３
・情
報
シ
ス
テ
ム
課	

03
―
３
９
４
２
―
６
１
３
５
・（
会
員
情
報
室	

03
―
３
９
４
２
―
６
４
８
２
／
電
子
認
証
セ
ン
タ
ー	

03
―
３
９
４
２
―
７
０
５
０
）

医
療
保
険
課	

03
―
３
９
４
２
―
６
４
９
０
・介
護
保
険
課	

03
―
３
９
４
２
―
６
４
９
１
・年
金・税
制
課	

03
―
３
９
４
２
―
６
４
８
７
・生
涯
教
育
課	

03
―
３
９
４
２
―
６
１
３
９
・編
集
企
画
室	

03
―
３
９
４
２
―
６
４
８
８
・日
本
医
学
会	

03
―
３
９
４
２
―
６
１
４
０
・医
学
図
書
館	

03
―
３
９
４
２
―
６
４
９
２・国
際
課	

03
―
３
９
４
２
―
６
４
８
９
・総
合
医
療
政
策
課	

03
―
３
９
４
２
―
６
５
１
４

医
事
法
・
医
療
安
全
課	

03
―
３
９
４
２
―
６
５
０
６
／
03
―
３
９
４
２
―
６
４
８
４
・
地
域
医
療
課	

03
―
３
９
４
２
―
６
１
３
７
・
日
本
准
看
護
師
推
進
セ
ン
タ
ー	

03
―
３
９
４
２
―
７
２
７
６
・
健
康
医
療
第
一
課	

03
―
３
９
４
２
―
６
１
３
８
・
健
康
医
療
第
二
課	

03
―
３
９
４
２
―
８
１
８
１
・
感
染
症
危
機
管
理
対
策
室	

03
―
３
９
４
２
―
６
４
８
５

医
賠
責
対
策
課	

03
―
３
９
４
２
―
６
１
３
６
・
日
医
総
研	

03
―
３
９
４
２
―
７
２
１
５
・
女
性
医
師
支
援
セ
ン
タ
ー（
業
務
推
進
課	

03
―
３
９
４
２
―
６
４
７
０
／
女
性
医
師
バ
ン
ク	

03
―
３
９
４
２
―
６
５
１
２
）・
治
験
促
進
セ
ン
タ
ー	

03
―
５
３
１
９
―
３
７
８
１
（
防
災
セ
ン
タ
ー	

03
―
３
９
４
２
―
６
５
１
６
・
日
本
医
師
連
盟	

03
―
３
９
４
７
―
７
８
１
５
）



日 医 ニ ュ ー ス 第1410号（6）令和2年6月5日〔第3種郵便物認可〕

書
籍
紹
介

小
児
科
診
療
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
（
第
４
版
）

─
最
新
の
診
療
指
針
─

五
十
嵐
隆　

編

離
島
発
と
っ
て
隠
岐
の

エ
コ
ー
で
変
わ
る 

外
来
診
療白

石
吉
彦　

著

日
本
小
児
科
学
会
は
「
小

児
科
医
は
子
ど
も
総
合
医
で

す
」
と
宣
言
し
た
が
、
小
児

科
臨
床
の
全
て
に
精
通
す
る

こ
と
は
大
変
難
し
い
た
め
、

エ
コ
ー
初
学
者
を
主
な
読

者
対
象
と
し
て
、
エ
コ
ー
を

使
い
こ
な
す
た
め
に
必
要
な

基
礎
知
識
や
技
術
を
、
前
著

『
離
島
発
と
っ
て
隠
岐
の
外

来
超
音
波
診
療
』
と
同
様
に

著
者
の
実
体
験
を
基
に
、
読

み
や
す
く
ま
と
め
た
解
説
書

不
確
実
な
将
来
へ
の
備
え

と
し
て
、
国
民
年
金
に
上
乗

せ
を
行
う
「
公
的
な
年
金
制

度
」
と
し
て
の
国
民
年
金
基

金
の
役
割
が
期
待
さ
れ
て
い

る
。国

民
年
金
は
、
20
歳
か
ら

60
歳
ま
で
の
40
年
間
保
険
料

を
納
付
す
る
こ
と
で
、
65
歳

か
ら
満
額
の
年
金
を
受
け
取

る
こ
と
が
で
き
る
が
、
納
付

期
間
が
こ
れ
に
満
た
な
い
場

合
、
年
金
額
は
少
な
く
な
る
。

そ
こ
で
、
60
歳
か
ら
65
歳
ま

で
国
民
年
金
に「
任
意
加
入
」

で
き
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。

日
本
医
師
・
従
業
員
支
部 

案
内

特
定
加
入
（
60
歳
以
上
の
方
の
加
入
）

の
活
用
に
つ
い
て

本
書
は
、
著
者
が
厚
生
労

働
省
で
の
実
務
経
験
を
経

て
、
国
立
社
会
保
障
・
人
口

問
題
研
究
所
、
政
策
研
究
大

学
院
な
ど
で
の
研
究
生
活
を

踏
ま
え
て
２
０
１
１
年
に
発

刊
さ
れ
た
初
版
の
増
補
改
訂

版
で
あ
る
。

初
版
で
は
、
わ
が
国
の
医

日
本
の
医
療

制
度
と
政
策

（
増
補
改
訂
版
）

島
崎
謙
治　

著

療
保
険
制
度
の
成
り
立
ち
か

ら
国
際
比
較
、
現
状
分
析
と

課
題
ま
で
網
羅
さ
れ
て
い
た

が
、
今
回
は
そ
の
後
の
変
化

を
踏
ま
え
て
、
国
際
比
較
で

は
オ
バ
マ
ケ
ア
の
行
方
、
医

療
保
険
制
度
で
は
医
療
費
増

加
要
因
の
項
目
な
ど
が
加
筆

さ
れ
、
や
や
ボ
リ
ュ
ー
ム
が

増
え
て
い
る
。

内
容
は
「
序
章
」
「
Ⅰ
歴

史
─

日
本
の
医
療
制
度
の
沿

革
」
「
Ⅱ
比
較
─

医
療
制
度
・

政
策
の
国
際
比
較
」
「
Ⅲ
展

望
─

医
療
制
度
の
改
革
の
方

向
性
と
政
策
選
択
」「
終
章
総

括
」
で
構
成
。
歴
史
分
析
と

国
際
比
較
に
よ
り
、
日
本
の

医
療
制
度
の
構
造
を
明
ら
か

に
す
る
と
と
も
に
、
今
後
の

自
分
自
身
の
知
識
の
最
新

化
、
と
り
わ
け
内
外
の
学
会

が
作
成
し
た
『
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
』
の
最
新
版
に
常
に
目
を

通
し
て
い
く
こ
と
が
強
く
求

め
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
の
中

で
、
で
き
る
だ
け
エ
ビ
デ
ン

ス
レ
ベ
ル
の
高
い
論
文
を
根

拠
と
し
て
、
臨
床
に
造
詣
の

深
い
小
児
科
医
１
８
０
名
が

執
筆
し
て
つ
く
ら
れ
た
も
の

が
本
書
で
あ
る
。

本
書
は
２
０
０
７
年
に
初

版
が
発
行
さ
れ
、
小
児
科
医

だ
け
で
な
く
、
多
く
の
内
科

医
、
外
科
医
に
も
広
く
歓
迎

さ
れ
、
こ
の
た
び
、
第
４
版

が
発
行
さ
れ
た
。

「
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
現
況
」

「
病
態
」「
検
査
と
診
断
」「
治

療
の
実
際
」
「
処
方
例
」
「
専

門
医
に
紹
介
す
る
タ
イ
ミ
ン

で
あ
る
。

運
動
器
エ
コ
ー
が
主
だ
っ

た
前
著
に
続
い
て
、
「
今
度

は
全
身
に
エ
コ
ー
を
当
て
て

み
ま
し
ょ
う
」
と
い
う
入
門

書
で
、
エ
コ
ー
を
検
査
技
師

に
依
頼
し
て
い
た
り
、
Ｘ
線

や
Ｃ
Ｔ
、
Ｍ
Ｒ
Ｉ
検
査
に
頼

り
切
っ
て
い
た
外
来
診
療
医

が
自
分
も
プ
ロ
ー
ブ
を
持
っ

て
患
者
に
当
て
て
み
よ
う
か

な
と
い
う
気
に
さ
せ
る
内
容

と
な
っ
て
い
る
。

エ
コ
ー
を
使
い
こ
な
す
た

め
の
ち
ょ
っ
と
し
た
コ
ツ
な

ど
が
散
り
ば
め
ら
れ
て
い

て
、
数
多
あ
る
教
科
書
的
な

書
籍
と
は
異
な
り
、
エ
コ
ー

の
楽
し
さ
も
教
え
る
本
と
な

っ
て
い
る
。

紙
面
の
あ
ら
ゆ
る
と
こ
ろ

に
動
画
Ｗ
ｅ
ｂ
サ
イ
ト
の
Ｑ

Ｒ
コ
ー
ド
が
貼
り
付
け
て
あ

り
、
モ
バ
イ
ル
端
末
で
エ
コ

ー
動
画
（
全
84
本
）
を
見
な

が
ら
手
技
を
学
ぶ
こ
と
が
で

き
る
大
変
便
利
な
一
冊
と
言

え
る
。

定
価　

６
９
３
０
円（
税
込
）

発
行　

中
山
書
店

改
革
の
方
向
性
と
具
体
的
な

政
策
が
提
示
さ
れ
る
な
ど
、

日
本
の
医
療
制
度
を
深
く
知

る
上
で
必
読
の
書
と
言
え

る
。

定
価　

５
２
８
０
円
（
税
込
）

発
行　

東
京
大
学
出
版
会

グ
」
「
専
門
医
か
ら
の
ア
ド

バ
イ
ス
」
に
よ
っ
て
構
成
。

小
児
の
主
要
な
１
５
２
疾
患

に
つ
い
て
触
れ
ら
れ
て
い

る
。
Ｂ
５
版
７
６
０
ペ
ー
ジ

と
重
量
感
も
あ
る
が
、
電
子

化
も
さ
れ
て
お
り
、
忙
し
い

臨
床
家
に
と
っ
て
は
、
と
て

も
重
宝
な
一
冊
と
言
え
る
。

定
価　

１
６
５
０
０
円
（
税
込
）

発
行　

総
合
医
学
社

「
適
切
な
診
断
の
な
い
と

こ
ろ
に
適
切
な
治
療
な
し
」

と
い
う
言
葉
ど
お
り
、
治
療

は
正
し
い
診
断
の
下
に
成
り

立
つ
も
の
で
あ
る
。

が
ん
患
者
な
ど
を
悩
ま
す

リ
ン
パ
浮
腫
も
同
様
で
、
臨

床
的
、
身
体
的
な
診
断
に
加

え
、
近
年
進
歩
し
た
画
像
診

断
に
よ
り
、
リ
ン
パ
機
能
障

害
の
程
度
ま
で
を
適
切
に
診

断
し
、
適
切
な
治
療
方
針
を

決
め
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。

本
書
で
は
、
リ
ソ
パ
シ
ン

チ
グ
ラ
フ
ィ
、
イ
ン
ド
シ
ア

ニ
ン
グ
リ
ー
ン
赤
外
線
蛍
光

リ
ン
パ
管
造
影
、
Ｍ
Ｒ
Ｉ
、

そ
し
て
Ｓ
Ｐ
Ｅ
Ｃ
Ｔ
─

Ｃ
Ｔ

グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク 

リ
ン
パ
浮
腫
診
断

─
医
療
・
看
護
の
現
場

で
役
立
つ
ケ
ー
ス
ス
タ

デ
ィ
─

前
川
二
郎　

著

リ
ン
パ
シ
ン
チ
グ
ラ
フ
ィ
を

利
用
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
種
類

の
リ
ン
パ
浮
腫
画
像
診
断

を
、
著
者
が
経
験
し
た
さ
ま

ざ
ま
な
タ
イ
プ
の
41
症
例
を

用
い
て
ア
ト
ラ
ス
形
式
で
解

説
さ
れ
て
お
り
、
明
日
か
ら

の
診
療
に
役
立
つ
一
冊
と
な

っ
て
い
る
。

定
価　

７
４
８
０
円（
税
込
）

発
行　

全
日
本
病
院
出
版
会
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新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
に
関
す
る

情
報
が
市し

せ

い井
に
氾
濫
し
て
い

る
。私

が
今
回
の
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
感
染
症
で
ま
ず
頭

に
浮
か
ん
だ
の
は
、
ピ
ー
テ

ル
・
ブ
リ
ュ
ー
ゲ
ル
の
絵
画

「
死
の
勝
利
」
だ
。
14
世
紀

中
頃
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
大
流

行
し
た
黒
死
病
（
ペ
ス
ト
）
。

当
時
は
原
因
不
明
で
、
地
位

も
権
力
も
関
係
な
く
感
染
が

拡
大
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
総

人
口
の
３
分
の
１
が
犠
牲
に

な
っ
た
惨
劇
を
題
材
と
し
た

も
の
だ
。
塔
や
船
が
燃
え
上

が
り
、
遠
く
の
山
か
ら
も
火

の
手
が
上
が
り
、
有
力
者
が

感
染
地
か
ら
逃
げ
る
よ
う
に

避
暑
地
に
向
か
い
、
そ
れ
に

ネ
ズ
ミ
と
ノ
ミ
が
お
供
し
た

た
め
に
感
染
が
拡
大
し
て
い

っ
た
様
子
が
う
か
が
え
る
。

当
時
は
、
ユ
ダ
ヤ
人
が
毒

を
井
戸
に
流
し
た
と
い
う
デ

マ
か
ら
自
警
団
が
組

織
さ
れ
、
ユ
ダ
ヤ
人

狩
り
が
横
行
し
た
。

黒
死
病
の
不
安
、
恐

怖
を
利
用
し
て
、
ユ
ダ
ヤ
人

に
罪
を
着
せ
、
財
産
を
奪
う

こ
と
が
一
つ
の
目
的
だ
っ
た

と
い
う
。
昨
今
の
「
自
粛
警

察
」
も
過
度
に
な
れ
ば
、
何

か
他
の
目
的
に
利
用
さ
れ
な

い
か
心
配
だ
。

１
９
１
８
年
の
イ
ン
フ
ル

エ
ン
ザ
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
（
ス

ペ
イ
ン
か
ぜ
）
は
、
ア
メ
リ

カ
の
カ
ン
ザ
ス
州
を
起
源
と

す
る
説
や
、
中
国
由
来
ウ
イ

ル
ス
が
ア
メ
リ
カ
の
ボ
ス
ト

ン
近
郊
で
変
異
し
て
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
に
広
が
っ
た
と
す
る
説

が
あ
る
。

現
在
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
の
起
源
も
米

中
で
論
争
が
続

く
。
ス
ペ
イ
ン
か

ぜ
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク

は
３
年
間
続
き
、
世
界
中
で

多
く
の
命
が
奪
わ
れ
た
。
日

本
で
は
、
１
９
１
８
年
か
ら

１
９
２
０
年
の
３
年
間
で
総

患
者
数
約
２
３
０
０
万
人
、

死
亡
者
数
約
39
万
人
に
達
し

た
。
現
在
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
と

な
っ
て
い
る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
感
染
症
の
総
患
者
数

は
５
月
21
日
時
点
で
１
万
７

１
４
５
人
、
死
亡
者
数
約
７

９
７
人
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症
の
対
策
と
し
て

厳
格
な
ロ
ッ
ク
ダ
ウ
ン
を
行

っ
た
多
く
の
欧
米
諸
国
と
、

国
と
し
て
ロ
ッ
ク
ダ
ウ
ン
を

行
わ
な
か
っ
た
ス
ウ
ェ
ー
デ

ン
と
日
本
。
そ
れ
ぞ
れ
の
国

の
事
情
が
あ
り
、
対
コ
ロ
ナ

政
策
が
そ
の
国
に
と
っ
て
適

切
で
あ
っ
た
か
の
判
断
は
未

来
に
委
ね
る
。

最
近
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
者
数
は
減
少
傾
向

に
あ
る
が
、
第
２
波
、
第
３

波
襲
来
の
可
能
性
を
考
え
る

と
油
断
で
き
な
い
。
綿
密
な

検
証
と
対
策
を
期
待
す
る
。

�

（
フ
ェ
ラ
ン
ド
）

ピ
ー
テ
ル
・
ブ
リ
ュ
ー
ゲ
ル
の「
死
の
勝
利
」

こ
う
し
た
国
民
年
金
任
意

加
入
者
の
方
も
、
国
民
年
金

基
金
に
加
入
（
特
定
加
入
）

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

特
定
加
入
制
度
に
お
い
て

も
、
掛
金
は
全
額
が
社
会
保

険
料
控
除
の
対
象
、
年
金
給

付
は
公
的
年
金
等
控
除
の
対

象
と
な
る
な
ど
の
税
制
上
の

優
遇
措
置
が
適
用
さ
れ
る
。

な
お
、
当
基
金
へ
の
申
し

込
み
は
、
事
前
に
、
お
住
ま

い
の
市
区
町
村
又
は
年
金
事

務
所
に
お
い
て
国
民
年
金
の

任
意
加
入
の
た
め
の
手
続
き

が
必
要
と
な
る
。

節
税
し
な
が
ら
老
後
に
備

え
る
国
民
年
金
基
金
の
「
特

定
加
入
制
度
」
の
活
用
を
検

討
頂
き
た
い
。

問
い
合
わ
せ
は
、支
部（

０
１
２
０
─

７
０
０
６
５
０
）

ま
で
。
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レ
ジ
デ
ン
ト
時
代
も
含
め

26
年
間
勤
め
た
国
立
が
ん

（
研
究
）
セ
ン
タ
ー
を
退
職

し
、
３
年
前
に
故
郷
の
網
走

市
に
戻
り
ま
し
た
。

網
走
刑
務
所
に
行
く
と
い

う
と
、
冗
談
に
し
か
聞
こ
え

な
か
っ
た
ら
し
く
、
な
か
な

か
信
じ
て
も
ら
え
ま
せ
ん
で

し
た
が
、
嘘
じ
ゃ
な
い
と
分

か
る
と
、
そ
ん
な
怖
い
と
こ

ろ
に
行
っ
て
大
丈
夫
？
と
、

多
く
の
方
が
心
配
し
て
く
れ

ま
し
た
。

確
か
に
不
安
は
あ
り
ま
し

た
が
、
法
務
省
幹
部
の
方
々

が
東
京
拘
置
所
や
網
走
刑
務

所
を
見
学
さ
せ
て
く
れ
、
私

や
家
内
の
不
安
を
払
拭
で
き

る
よ
う
に
ご
尽
力
く
だ
さ

り
、
ま
た
基
本
的
に
犯
罪
を

犯
す
よ
う
な
受
刑
者
は
体
が

元
気
な
人
だ
ろ
う
と
多
少
楽

観
視
し
て
い
ま
し
た
。

網
走
刑
務
所
は
６
年
間
常

勤
医
不
在
の
状
態
で
し
た
の

で
、
私
の
赴
任
は
大
変
喜
ば

れ
、
厚
遇
し
て
頂
け
た
よ
う

に
思
い
ま
す
。
が
ん
セ
ン
タ

ー
時
代
も
そ
れ
な
り
の
身
分

で
し
た
の
で
個
室
で
し
た

が
、
そ
の
倍
以
上
の
広
さ
の

お
部
屋
を
与
え
て
頂
き
、
パ

ソ
コ
ン
も
新
規
に
購
入
し
て

頂
き
ま
し
た
。

レ
ジ
デ
ン
ト
は
居
な
く
な

り
、
研
究
費
を
失
っ
て
秘
書

さ
ん
を
雇
え
な
く
な
り
ま
し

た
が
、
積
も
り
積
も
っ
た
面

倒
な
雑
用
（
経
営
改
善
、
広

報
、
情
報
シ
ス
テ
ム
・
電
カ

ル
管
理
、
診
療
情
報
管
理
、

が
ん
登
録
等
）
か
ら
は
解
放

さ
れ
、
何
よ
り
常
に
病
棟
に

重
症
患
者
、
時
々
は
治
療
関

連
死
に
な
り
そ
う
な
患
者
を

抱
え
て
い
た
こ
と
か
ら
の
解

放
感
は
大
き
い
で
す
。

た
だ
、
こ
れ
ま
で
肺
が
ん

一
筋
で
や
っ
て
き
ま
し
た
か

ら
、
そ
れ
以
外
の
こ
と
は
全

て
一
か
ら
復
習
し
直
し
で

す
。
急
病
以
外
は
あ
ら
か
じ

め
症
状
を
伝
え
ら
れ
て
か
ら

診
察
に
連
れ
て
行
か
れ
る
の

で
、
分
か
ら
な
い
場
合
は
い

ろ
い
ろ
調
べ
て
か
ら
診
療
に

当
た
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

来
て
み
て
、
確
か
に
元
気

な
人
が
多
い
の
で
す
が
、
抗

精
神
病
薬
が
必
要
な
受
刑
者

が
多
い
こ
と
と
、
眠
剤
、
鎮

痛
薬
や
鼻
炎
薬
、
外
用
薬
の

処
方
が
一
般
社
会
に
比
べ
て

ず
い
ぶ
ん
多
い
と
思
い
ま

す
。
医
療
費
は
全
額
国
負
担

で
す
か
ら
、
症
状
を
大
げ
さ

に
言
っ
て
、
私
が
本
当
に
そ

う
な
の
か
見
極
め
き
れ
て
い

な
い
ん
だ
と
思
い
ま
す
。
懲

役
労
働
を
し
た
く
な
い
が
た

め
に
、
腰
痛
症
状
や
め
ま
い

症
状
を
偽
る
人
も
時
々
い
ま

す
し
、
ア
ル
コ
ー
ル
欲
し
さ

に
消
毒
液
を
飲
む
と
い
う
事

案
も
あ
り
ま
し
た
。

つ
い
先
日
は
朝
か
ら
ろ
れ

つ
が
回
ら
ず
失
調
様
症
状
が

出
現
し
た
受
刑
者
が
い
て
、

脳
卒
中
か
と
急
き
ょ
外
部
医

療
機
関
を
受
診
さ
せ
ま
し
た

が
脳
に
異
常
は
無
く
、
後
で

咳
症
状
に
処
方
し
て
あ
っ
た

中
枢
性
鎮
咳
薬
を
ま
と
め
飲

み
し
た
と
発
覚
し
た
事
例
も

あ
り
ま
し
た
。

矯
正
な
ら
で
は
の
苦
労
も

あ
り
ま
す
が
、
転
職
し
た
こ

と
を
後
悔
は
し
て
い
ま
せ

ん
。
社
会
的
地
位
は
高
く
な

く
、
誰
も
し
た
く
は
な
い
仕

事
で
し
ょ
う
が
、
だ
か
ら
こ

そ
や
り
が
い
を
感
じ
な
が
ら

続
け
て
い
こ
う
と
思
っ
て
い

ま
す
。

３
年
ほ
ど
前
か
ら
、
Ｌ
Ｉ

Ｎ
Ｅ
を
利
用
し
て
英
語
の
レ

ッ
ス
ン
を
受
け
て
い
る
。

私
は
ど
ち
ら
か
と
言
え

ば
、
「
読
む
・
書
く
」
能
力

よ
り
も
、
「
聞
く
・
話
す
」

能
力
を
伸
ば
し
た
い
と
常
々

思
っ
て
お
り
、
主
に
「
話
す
」

練
習
を
し
て
い
る
。

最
初
の
１
年
間
は
、
週
１

回
日
本
人
の
先
生
に
つ
い
て

レ
ッ
ス
ン
を
受
け
た
。
先
生

が
話
す
日
本
語
の
短
文
を
即

座
に
英
語
に
訳
す
と
い
う
、

い
わ
ゆ
る
「
瞬
間
英
作
文
ト

レ
ー
ニ
ン
グ
」
で
あ
る
。

１
回
の
レ
ッ
ス
ン
は
40
分

な
の
だ
が
、
20
分
も
す
る
と

頭
は
疲
労
困こ

ん
ぱ
い懲

す
る
。
し
か

も
関
係
代
名
詞
な
ど
複
雑
な

構
文
に
な
る
と
、
完
全
に
混

乱
し
て
し
ま
う
。

「
少
し
休
憩
を
入
れ
ま
し

ょ
う
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
、

半
分
を
過
ぎ
た
頃
に
「
最
近

印
象
に
残
っ
た
こ
と
を
、
自

由
に
英
語
で
話
し
て
く
だ
さ

い
」
と
い
う
お
題
を
頂
く
よ

う
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
自

由
に
話
す
な
ん
て
余
計
に
つ

ら
い
わ
と
思
っ
て
し
ま
う
。

幸
い
１
年
も
過
ぎ
る
と
、

日
本
語
の
冒
頭
を
聞
い
た
途

端
、
英
語
が
出
て
く
る
よ
う

に
な
っ
た
。
ま
る
で
百
人
一

首
の
、
か
る
た
大
会
の
ご
と

く
で
あ
る
。
だ
ん
だ
ん
面
白

く
な
っ
た
頃
に
、
「
じ
ゃ
あ
、

そ
ろ
そ
ろ
外
国
人
の
先
生
を

紹
介
し
ま
す
」
と
言
わ
れ
た
。

回
数
も
週
１
回
か
ら
週
２
回

に
し
た
（
理
想
的
に
は
週
３

回
が
い
い
と
言
わ
れ
た
の
だ

が
）
。

フ
ィ
リ
ピ
ン
と
ジ
ャ
マ
イ

カ
の
先
生
を
紹
介
し
て
頂

き
、
教
科
書
は
日
本
文
化
を

紹
介
し
た
エ
ッ
セ
イ
を
使
う

こ
と
に
し
た
。
テ
ー
マ
は
「
芸

者
」「
神
社
と
寺
」「
敬
語
」「
武

士
」
な
ど
で
あ
る
。

住
み
慣
れ
た
自
分
の
国
の

こ
と
を
紹
介
す
る
の
で
一
見

簡
単
な
よ
う
に
思
え
る
が
、

や
っ
て
み
る
と
も
の
す
ご
く

難
し
い
。
思
っ
た
よ
う
に
単

語
が
出
て
こ
な
く
て
、
も
ど

か
し
い
思
い
を
し
た
。

ま
た
、
自
分
の
国
の
こ
と

を
き
ち
ん
と
外
国
の
人
に
紹

介
で
き
な
く
て
、
悔
し
い
思

い
も
し
た
。

何
よ
り
も
「
私
は
自
分
の

国
の
文
化
や
歴
史
を
そ
れ
ほ

ど
知
ら
な
い
」
と
い
う
こ
と

に
改
め
て
気
づ
き
、
恥
ず
か

し
く
な
っ
た
。

そ
れ
で
も
回
を
重
ね
る

と
、
少
し
ず
つ
楽
し
め
る
よ

う
に
な
っ
て
き
た
。
「
私
が

教
え
て
あ
げ
る
」
と
い
う
の

で
は
な
く
、
「
一
緒
に
日
本

の
事
を
学
ぶ
」
と
い
う
ス
タ

ン
ス
で
臨
ん
で
い
る
。
語ご

い彙

を
増
や
す
良
い
機
会
に
も
な

り
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
や
ジ
ャ
マ

イ
カ
の
文
化
を
学
ぶ
こ
と
も

で
き
て
、一
石
二
鳥
で
あ
る
。

そ
ん
な
こ
ん
な
で
、
何
と
か

今
日
ま
で
レ
ッ
ス
ン
を
継
続

し
て
い
る
。

語
学
の
練
習
は
頭
の
中
で

考
え
て
い
る
だ
け
で
は
上
達

し
な
い
、
と
は
よ
く
言
わ
れ

る
こ
と
で
あ
る
。
英
語
の
教

科
書
で
は
、
練
習
問
題
は

Exercise

と
表
記
さ
れ
て
い

る
。
つ
ま
り
、「
英
語
の
練
習
」

は
「
運
動
の
練
習
」
と
同
じ

で
あ
る
。
野
球
や
テ
ニ
ス
の

素
振
り
を
繰
り
返
す
よ
う

に
、
実
際
に
頭
と
舌
と
喉
を

使
っ
てExercise

す
る
こ
と

が
上
達
の
秘
訣
だ
と
思
う
。

日
本
語
を
頭
の
中
で
英
語
に

翻
訳
し
て
か
ら
話
す
の
で
は

な
く
、
英
語
で
考
え
て
英
語

で
話
す
こ
と
が
肝
要
で
あ

る
。私

は
い
つ
も
日
本
語
を
聞

き
な
が
ら
、
頭
の
中
で
絵
を

思
い
浮
か
べ
る
よ
う
に
し
て

い
る
。

「
メ
ア
リ
ー
の
横
に
立
っ

て
い
る
、
あ
の
女
の
子
は
誰

で
す
か
？
」
と
い
う
日
本
語

を
聞
き
な
が
ら
、
「
メ
ア
リ

ー
」
と
「
あ
の
女
の
子
」
を

頭
に
描
き
、
「
あ
の
」
で
女

の
子
を
指
さ
し
、
「
誰
で
す

か
？
」
で
尋
ね
る
身
振
り
を

つ
け
て
、
英
語
で
話
す
。
知

ら
な
い
人
が
見
た
ら
、
私
は

ま
る
で
夢
遊
病
者
で
あ
る
。

話
す
た
め
に
は
中
学
英
語

レ
ベ
ル
の
文
法
が
必
要
、
読

む
た
め
に
は
高
校
英
語
レ
ベ

ル
の
文
法
が
必
要
と
言
わ
れ

る
が
、
本
当
に
そ
う
だ
と
思

う
。
文
法
は
、
自
転
車
の
補

助
輪
の
よ
う
な
存
在
で
あ

る
。こ

れ
か
ら
も
楽
し
み
な
が

ら
英
語
を
学
ん
で
い
き
た
い

と
思
う
。

ハ
ワ
イ
料
理
は
、
基
本
的

に
味
付
け
が
日
本
料
理
に
近

く
、
や
さ
し
い
お
味
で
と
て

も
好
き
で
す
。
特
に
「Poke
」

(

ポ
キ)

。
生
の
マ
グ
ロ
に
海

藻
、
オ
ニ
オ
ン
ス
ラ
イ
ス
、

青
ネ
ギ
、
ご
ま
油
と
醤
油
な

ど
で
味
付
け
し
た
食
べ
物

で
、
そ
の
ま
ま
食
べ
て
も
い

い
で
す
し
、
ポ
キ
丼
に
し
て

も
最
高
！
　

他
に
も
タ
コ
ポ

キ
、
ス
パ
イ
シ
ー
ポ
キ
等
が

た
く
さ
ん
ス
ー
パ
ー
に
並
ん

で
い
ま
す
。

そ
う
い
え
ば
、
「genki-

sushi

」（
日
本
の
店
舗
の
Ｕ

Ｓ
Ａ
版
）
に
行
っ
た
時
、
３

種
類
の
ポ
キ
丼
を
頼
め
た

り
、
軍
艦
の
上
に
海
藻
が
乗

っ
て
い
た
り
し
て
ま
し
た

ね
。
全
て
サ
イ
ズ
が
大
き
か

っ
た
の
で
３
品
ぐ
ら
い
で
お

な
か
い
っ
ぱ
い
に
な
っ
ち
ゃ

い
ま
し
た
が
、
似
て
非
な
る

お
寿
司
が
並
ん
で
い
て
面
白

か
っ
た
で
す
。

私
が
一
番
愛
し
て
や
ま
な

い
の
が
「
チ
キ
ン
ロ
ン
グ
ラ

イ
ス
」
と
「
ス
パ
む
す
び
」。

ス
パ
む
す
び
は
沖
縄
で
も
売

ょ
う
か
、
夕
飯
で
チ
キ
ン
ロ

ン
グ
ラ
イ
ス
が
出
た
時
に
、

思
わ
ず
何
度
も
頼
ん
で
結
局

食
べ
過
ぎ
ま
し
た
（
苦
笑
）。

他
に
も
、「
ラ
ウ
ラ
ウ
」「
カ

ル
ア
ピ
ッ
グ
」
「
ロ
ミ
ロ
ミ

サ
ー
モ
ン
」「
ポ
イ
」「
ピ
ピ

カ
ウ
ラ
」
な
ど
を
ハ
ワ
イ
料

理
専
門
店
で
買
っ
て
た
ま
に

皆
で
食
べ
ま
す
。
自
宅
で
は

作
れ
な
い
製
法
だ
そ
う
で
す
。

ハ
ワ
イ
で
は
、
日
本
、
韓

国
、
中
国
、
フ
イ
リ
ピ
ン
、

メ
キ
シ
コ
、
ベ
ト
ナ
ム
料
理

等
も
た
く
さ
ん
食
べ
ら
れ
て

い
ま
す
。

フ
ィ
リ
ピ
ン
料
理
の
「
ア

ド
ボ
」
は
、
ポ
ー
ク
と
酢
を

使
っ
て
い
て
、
と
て
も
お
い

し
い
で
す
。
旦
那
曰
く
、
フ

ィ
リ
ピ
ン
ロ
ー
カ
ル
だ
け
れ

ど
ハ
ワ
イ
ア
ン
フ
ー
ド
で
も

あ
る
そ
う
で
す
。そ
れ
か
ら
、

「
サ
リ
サ
リ
」
と
い
う
、
た

く
さ
ん
の
野
菜
が
入
っ
た
魚

ベ
ー
ス
の
ス
ー
プ
を
初
め
て

食
べ
、
ハ
マ
り
ま
し
た
。

私
の
日
本
で
の
日
常
は
、

時
間
に
追
わ
れ
て
余
っ
た
も

の
を
ち
ょ
っ
と
食
べ
る
程
度

で
す
が
、
夕
食
や
休
み
の
時

に「
今
日
は
何
食
べ
よ
う
？
」

と
あ
れ
こ
れ
考
え
ま
す
。
特

に
野
菜
が
好
き
な
の
で
、
元

気
が
イ
マ
イ
チ
の
と
き
は
野

菜
増
し
増
し
の
ラ
ー
メ
ン
を

食
べ
に
い
き
、
パ
ワ
ー
を
注

入
し
ま
す
。

ハ
ワ
イ
ア
ン
フ
ー
ド
を
た

く
さ
ん
食
べ
た
こ
と
で
、
食

事
の
楽
し
さ
を
思
い
出
し
、

日
本
的
な
味
が
や
は
り
好
き

な
ん
だ
な
と
実
感
。
日
本
に

帰
っ
て
す
ぐ
納
豆
を
食
べ
た

の
で
し
た
。

北海道
北海道医報
第1210号より

ム
シ
ョ
医
に
な
っ
て

み
て

大
松　

広
伸

富山県
富山市医師会報
第582号より

Let's study 
English!!

小
林　

直
子

長野県
上田市医師会報
574号より

ハ
ワ
イ
ア
ン

ロ
ー
カ
ル
フ
ー
ド

ヒ
ヤ
ネ
亜
希
子

っ
て
い
る
の
で
、
ご
存
じ
の

方
も
多
い
で
し
ょ
う
。
ス
パ

ム
を
使
っ
た
お
む
す
び
で
す

ね
。
ハ
ワ
イ
で
ゴ
ル
フ
（
安

い
の
で
よ
く
行
き
ま
す
、
下

手
で
す
が
）
を
す
る
と
、
18

ホ
ー
ル
ス
ル
ー
で
回
り
、
ス

パ
む
す
び
や
ホ
ッ
ト
ド
ッ
ク

を
合
間
で
食
べ
ま
す
が
、
こ

れ
が
な
ん
と
も
お
い
し
い
。

「
チ
キ
ン
ロ
ン
グ
ラ
イ
ス
」

は
、
か
な
り
太
い
春
雨
と
チ

キ
ン
を
生
姜
味
の
ス
ー
プ
で

煮
込
ん
だ
、
と
て
も
体
に
や

さ
し
い
食
べ
物
。
カ
リ
カ
リ

ベ
ー
コ
ン
、
パ
ン
ケ
ー
キ
、

ス
ク
ラ
ン
ブ
ル
エ
ッ
グ
は
ア

メ
リ
カ
の
朝
食
で
す
が
、
お

な
か
が
疲
れ
て
い
た
の
で
し



日 医 ニ ュ ー ス 第1410号（8）令和2年6月5日〔第3種郵便物認可〕

日本医師会定款第19条及び第20条第2項の規定に
基づき、来る6月27日（土曜）午前9時30分より東
京都文京区本駒込2丁目28番16号日本医師会館にお
いて、第147回日本医師会定例代議員会を開催いた
しますが、その際、定款第33条、第34条及び第54
条の規定により、本会会長、副会長、常任理事、理
事、監事及び裁定委員の選任・選定を行います（い
ずれも任期は、定款第32条第1項及び第55条第1項
並びに同施行細則第40条の規定により、令和2年6
月27日より令和3年度に関する定例代議員会終結の
時までとなります）。
つきましては、日本医師会会員の中で上記役員等
に立候補しようとする者は、定款施行細則第18条、
第20条、第22条及び第50条の規定に基づき、別紙
様式により選任期日の10日前、即ち公示日より6月
17日（水曜）午後5時までの間に、本委員会宛に届
け出るようお願い申し上げます。

記

1.		立候補しようとする者は、立候補者の氏名、立候
補しようとする役職、立候補者の住所、所属都道
府県医師会名及び推薦人（10名以上50名以内）を
記載した立候補届出書（様式1）並びに候補者経
歴表（様式2）を提出して下さい。
2.		定款施行細則第24条の規定に基づき、候補者は、
氏名、経歴、所信、写真を本会ホームページに掲
載するよう申し出ることができます。掲載を希望
する候補者は、指定用紙（A4判1枚）をもって、
定款施行細則第18条の規定にある期間内に本委員
会宛に申請して下さい。申請された掲載文及び写
真は、そのままPDFファイル化し、本会ホームペ
ージに掲載いたします。なお、定款施行細則第25
条の規定により、掲載文のなかで他人の名誉を傷
つけ、善良な風俗を害し、その他品位を損なう文
言を記載することは厳に禁じられています。また、
本申し出がない場合でも、候補者の氏名及び所属
都道府県医師会名を本会ホームページに掲載する
場合がございますので、ご了承下さい。

今回選任・選定する役員及び裁定委員の定数は、
次のとおりです。
	 会　　長	 定　数	 1名
	 副	会	長	 〃	 3名
	 常任理事	 〃	 10名
	 理　　事	 〃	 15名
	 監　　事	 〃	 3名
	 裁定委員	 〃	 11名

上記のうち裁定委員は、定款第56条の規定により、
本会の役員及び代議員（予備代議員を含む）並び
に他の医師会の役員及び裁定に関する委員を兼ね
ることはできません。

（参　考）

公益社団法人 日本医師会定款（抜粋）
第6章　役員等

（役員等の任期）
第32条　理事及び監事の任期は、選任後2年以内に
終了する事業年度のうち最終のものに関する定例
代議員会の終結の時までとする。
2	理事又は監事は、法令に定める定数に足りなくな
るときは、任期の満了又は辞任により退任した後
も、新たに選任された者が就任するまで、なお理
事又は監事としての権利義務を有する。
3	会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する
事業年度のうち最終のものに関する定例代議員会
の終結の時までとする。ただし、その定例代議員
会において別段の決議がされなかったときは、再
任されたものとみなす。
（役員等の選任）
第33条　理事及び監事は、本定款の定めるところ
により、本会会員の中から、代議員会の決議によ
って選任する。	
2	前項の規定に基づく理事の選任は、役職（会長、
副会長、常任理事及び理事）毎に分けて行う。
3	前項の選任は、得票数の多い順に、定款で定めら
れた当該役職毎の員数に達するまでの得票を得た
ことを条件とする代議員会の決議をもって行う。
4	前2項の規定に基づく理事の選任において、当選人
の数が代議員会の決議要件を欠くために当該役職
の員数に達しないときは、当選人を除く候補者の
うち、得票数の多い順に、員数に不足する数に1名
を加えた数の候補者をもって、再度、前2項の規定
に基づく理事の選任を行う。なお、再度の候補者を
定めるにあたり、得票数が最も少ない候補者の得票
数が同じであるときは、いずれも候補者とする。
5	第1項の規定に基づく監事の選任は、前2項の規定
に準じて行う。
6	会計監査人は、代議員会の決議によって選任する。
（会長、副会長及び常任理事の選定等）
第34条　会長、副会長及び常任理事は、本定款の
定めるところにより、代議員会の決議によって選
定及び解職する。
2	前項の規定に基づく会長、副会長及び常任理事の
選定においては、前条の規定に基づき選任された
理事をもってそれぞれの候補者とする。

第9章　裁定委員会
（裁定委員の選任）
第54条　裁定委員は、本会会員の中から、代議員
会において選任する。
（裁定委員の任期）
第55条　裁定委員の任期は、第32条第1項（役員等
の任期）の規定を準用する。
2	任期の満了又は辞任により退任した裁定委員は、
後任者が選任されるまでは、引き続きその職務を
行うものとする。
（裁定委員の兼職禁止）
第56条　裁定委員は、本会の役員及び代議員（予
備代議員を含む）並びに他の医師会の役員及び裁
定に関する委員を兼ねることができない。

公益社団法人 日本医師会定款施行細則（抜粋）
第3章　役員の選任

（役員選任の細則）
第15条　定款第33条第1項及び第35条の規定に基づ
く役員の選任は、本章の定めるところによる。
（選任に関する必要事項の通知）
第16条　選挙管理委員会は、役員の選任にあたっ
ては、あらかじめ、選任に関する必要な事項につ
いて、その要旨を都道府県医師会長に通知しなけ
ればならない。
（選任期日の公示）
第17条　選挙管理委員会は、役員の選任の期日を、
その20日前までに、公示（本会の機関誌へ掲載）
しなければならない。
（立候補届出）
第18条　役員の候補者となろうとする者は、会員
10名以上50名以内の推薦を受けて、その選任の期
日の10日前までに、文書で、その旨を選挙管理委
員会に届け出なければならない。
2	前項の届出は、午前10時から午後5時までの間に
しなければならない。
（経歴表の添付）
第20条　第18条の規定による立候補届出には、経
歴表を添付しなければならない。
（立候補届出書等の様式）
第22条　立候補届出書、経歴表及び候補辞退届出
書の様式は、別紙で定める。
（ホームページへの掲載）
第24条　候補者は、選挙管理委員会に対し、役員
の選任において、候補者の氏名、経歴、所信、写
真を、本会ホームページに掲載するよう申し出る
ことができる。
2	前項の場合、候補者は、選挙管理委員会が指定し
た用紙を用いた掲載文及び写真を添えて、選挙管
理委員会の指定する期日までに、文書で選挙管理
委員会に申請しなければならない。
3	選挙管理委員会は、前項の申請があったときは、
掲載文及び写真を、本会ホームページに掲載する。
4	第1項の申し出がない場合であっても、選挙管理
委員会は、候補者の氏名及び所属都道府県医師会
名を、本会ホームページに掲載することができる。
5	掲載の順序は、候補者一覧表の記載の順序による。
（品位保持）
第25条　候補者は、前条第2項の掲載文には、他人
の名誉を傷つけ、善良な風俗を害し、その他品位
を損なう文言を記載してはならない。
（役員の任期の起算）
第40条　役員の任期の起算は、その選任が行われ
た時からとする。

第6章　裁定委員の選任
（裁定委員の選任）
第50条　定款第54条の規定に基づく裁定委員の選
任については、役員の選任に関する規定を準用す
る。

公益社団法人日本医師会 選挙管理委員会
（令和2年6月1日）

日本医師会役員及び裁定委員の選任・選定に関する公示


